
 

 

横浜市内大学間の単位互換に関する神奈川大学取扱規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，神奈川大学学則第13条並びに横浜市内大学間学術・教育交流協議会規程第２条第１号に基づき，横

浜市内大学間の単位互換について必要な事項を定める。 

 （単位互換の実施学部） 

第２条 この規程で単位互換を実施する学部・学科（以下「各学部」という。）は，別表第１，別表第２及び別表第３のと

おりとする。 

 （提供科目の決定） 

第３条 各学部は，他の大学の学生が履修することができる授業科目（以下「提供科目」という。）を，教授会の議を経て

所定の時期（前年度の11月下旬）までに決定する。 

２ 共通教養系科目，外国語科目，資格教育課程科目を提供科目とする場合は，該当協議会・委員会等において前項に準

じて決定する。 

 （学生の受入れ） 

第４条 他の大学の学生が前条の提供科目の履修を出願してきたときは，各学部教授会において選考のうえ，所定の時期

までに受入れの決定を行う。ただし，教授会は学修進路支援委員会にその権限を委任することができる。この場合には，

学修進路支援部長は，選考の結果をすみやかに教授会に報告して承認を得なければならない。 

２ 前項の決定にあたっては，原則として，当該学生の所属学部，学年次及び履修人数等について制限を設けないものと

する。 

 （科目履修，試験，ならびに成績評価） 

第５条 前条により受入れた学生の科目履修，試験並びに成績評価については，本学の学則の定めるところにより実施す

る。 

 （学生の派遣） 

第６条 本学の学生が他大学の提供科目の履修を出願してきたときは，第４条第１項の規定を準用して派遣の決定を行う。 

２ 前項の場合において，次の各号に掲げる年次の学生については，当該各号に定める要件を満たすものに限り出願を認

めるものとする。 

 (1) １年次生 後期の科目に限る。 

 (2) ２年次生 ２年次開始時において30単位以上を修得していること。 

 (3) ３年次生 ３年次開始時において60単位以上を修得していること。 

３ 出願者が多数となる提供科目においては，派遣者を選抜するものとする。  

（科目履修登録） 

第７条 前条第1項において，科目履修登録ができる単位数は，別表第１，別表第２及び別表第３に定めるとおりとする。 

 （単位の認定） 

第８条 前２条により修得した単位は，別表第１，別表第２及び別表第３に定める各学部の配当群において所定の単位を

認定する。 

２ 前項の単位は，各学部の定めるところにより卒業要件単位に算入することができる。 

３ この規程で修得した単位の成績評価は，一律に「認定」とする。ただし，修得できなかった場合は「不可」とする。 

 （事務の所管） 

第９条 この規程に関する事務は，教務課及び平塚教務課が所管する。 

 （改廃） 

第10条 この規程の改廃は，各学部教授会の議を経て行う。 

 

   附則 

１ この規程は，平成13年４月１日から施行する。 

２ この規程は，平成13年度在籍者から適用する。 

   附則 

 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 

   附則 

 この規程は，平成15年４月１日から施行する。 



 

 

   附則 

 この規程は，平成16年４月１日から施行する。 

   附則 

 この規程は，平成18年４月１日から施行する。 

   附則 

 この規程は，平成21年４月１日から施行する。 

附則 

 この規程は，平成24年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は，平成25年４月１日から施行する。 

  附則 

この規程は，平成26年４月１日から施行する。 

 

別表第２（第２条，第７条，第８条） 

  

2006(平成18)年度から2013(平成25)年度までの入学者 

学部・学科 

単位互換科目の 
履修可能単位数(1) 認定科目群 

単位互換科目の 
卒業要件への算入 
可能単位数(2) 年間 通算 

法学部 法律学科 ８ ３２ 自由選択科目 １８ 

法学部 自治行政学科 ８ ３２ 自由選択科目 １８ 

経済学部 経済学科 ８ ３２ 自由選択科目 １２ 

経済学部 現代ビジネス学科 ８ ３２ 自由選択科目 １０ 

経営学部 国際経営学科 ８ ３２ 選択科目 １２ 

外国語科目 英語英文学科 ８ ３２ 関連科目 １８ 

外国語学部 スペイン語学科 ８ ３２ 関連科目 ２８ 

外国語学部 中国語学科 

  （スタンダードコース） 

（2010年度以前入学者） 

８ ３２ 関連科目 ３０ 

外国語学部 中国語学科 

  （インテンシブコース） 

（2010年度以前入学者） 

８ ３２ 関連科目 ２２ 

外国語学部 中国語学科 

  （2011年度以降入学者） 
８ ３２ 関連科目 ２４ 

外国語学部 国際文化交流学科 ８ ３２ 関連科目 １６ 

人間科学部 人間科学科 ８ ３２ 関連科目 ２０ 

理学部 情報科学科 ６ ２４ 関連科目  ６ 

理学部 化学科 ６ ２４ 関連科目  ６ 

理学部 生物科学科 ６ ２４ 関連科目  ６ 

理学部 数理・物理学科 ６ ２４ 関連科目  ６ 

理学部 総合理学プログラム ６ ２４ 関連科目  ６ 

工学部 機械工学科 ８ ３２ 関連科目  ６ 

工学部 電子情報フロンティア学科 ８ ３２ 関連科目  ８ 

工学部 電気電子情報工学科 ８ ３２ 関連科目  ８ 

工学部 物質生命化学科 ８ ３２ 関連科目  ２ 

工学部 情報システム創成学科 ８ ３２ 関連科目  ４ 

工学部 経営工学科 ８ ３２ 関連科目  ４ 

工学部 建築学科 ８ ３２ 関連科目  ８ 

工学部 総合工学プログラム ８ ３２ 関連科目  ８ 

 



 

 

別表第３（第２条，第７条，第８条関係） 

  

2014(平成26)年度以降入学者 

学部・学科 

単位互換科目の 
履修可能単位数(1) 認定科目群 

単位互換科目の 
卒業要件への算入 
可能単位数(2) 年間 通算 

法学部 法律学科 ８ ３２ 自由選択科目 １４ 

法学部 自治行政学科 ８ ３２ 自由選択科目 １４ 

経済学部 経済学科 ８ ３２ 自由選択科目 １０ 

経済学部 現代ビジネス学科 ８ ３２ 自由選択科目 １０ 

経営学部 国際経営学科 ８ ３２ 学外認定科目 １２ 

外国語科目 英語英文学科 ８ ３２ 関連科目 １８ 

外国語学部 スペイン語学科 ８ ３２ 関連科目 ２０ 

外国語学部 中国語学科 ８ ３２ 関連科目 ２４ 

外国語学部 国際文化交流学科 ８ ３２ 関連科目 １６ 

人間科学部 人間科学科 ８ ３２ 関連科目 ２０ 

理学部 情報科学科 ６ ２４ 関連科目  ６ 

理学部 化学科 ６ ２４ 関連科目  ６ 

理学部 生物科学科 ６ ２４ 関連科目  ６ 

理学部 数理・物理学科 ６ ２４ 関連科目  ６ 

理学部 総合理学プログラム ６ ２４ 関連科目  ６ 

工学部 機械工学科 ８ ３２ 関連科目  ６ 

工学部 電気電子情報工学科 ８ ３２ 関連科目  ８ 

工学部 物質生命化学科 ８ ３２ 関連科目  ２ 

工学部 情報システム創成学科 ８ ３２ 関連科目  ４ 

工学部 経営工学科 ８ ３２ 関連科目  1 

工学部 建築学科 ８ ３２ 関連科目  ８ 

工学部 総合工学プログラム ８ ３２ 関連科目  ８ 

 

 

＜注＞ 

(1) 単位互換科目の履修可能単位数 

 １年間または４年間通算して履修登録できる単位互換科目の上限単位数を示す。平成24年度以前入学者に限り，単

位互換科目は，各学部・学科が定める年間履修登録単位数の上限を超えて登録することができる。 

(2) 単位互換科目の卒業要件への算入可能単位数 

 ４年間通算して卒業要件に算入できる単位互換科目の上限単位数を示す。ただし，各学部・学科の認定群において

認定される単位は，その他の科目の修得単位と合わせ，認定群で定める卒業要件単位数を限度とする。また，(1)の通

算履修可能単位数の範囲で修得しても，(2)の限度を超えて卒業要件に算入することはできない。 

 

 


